
 

健 健 安 第 1 3 5 4 号 

 令和２年５月 15 日 

  
市内医療機関の皆様へ  

 
横浜市保健所長 田畑 和夫  

 
 

「小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する  
補足資料の改訂について」（周知）  

 
 
 日ごろから、横浜市の感染症対策に御協力いただき厚く御礼申し上げます。  

今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、「小児の新型コロナ

ウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂について」、事務連絡

がありましたのでお知らせします。  
 
 
１  主な内容 

  小児の新型コロナウイルス感染症に対応したリーフレット｢新型コロナウイルス対

策（COVID-19）～子どものいるご家族へ～｣（別添１）、フロー図｢子どもに受診を迷

う症状があるときの相談・受診の流れ｣（別添２）について、帰国者・接触者相談セ

ンターに御相談いただく目安が改訂されたことに合わせて、別添１、２を一部改訂

する。  

 

２  添付資料  
・「小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の     
改訂について」  
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、令和２年５月 12 日付事

務連絡）  
・リーフレット｢新型コロナウイルス対策（COVID-19）～子どものいるご家族へ

～｣（別添１）  
  ・フロー図｢子どもに受診を迷う症状があるときの相談・受診の流れ｣（別添２）  

・「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」  
（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、令和２年５月８日付事

務連絡）  
  ・「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」  
 
 

担当：横浜市健康福祉局健康安全課  
健康危機管理担当（電話 671-2463）  



事 務 連 絡 

令和２年５月 12 日 

 

          

各          衛生主管部（局）   御中 

       

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する 

補足資料の改訂について 

 

 

｢小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の送付に

ついて｣（令和２年５月１日付け事務連絡）において、小児の新型コロナウイルス感染症

に対応したリーフレット｢新型コロナウイルス対策（COVID-19）～子どものいるご家族へ

～｣（別添１）、フロー図｢子どもに受診を迷う症状があるときの相談・受診の流れ｣（別添

２）をお示ししたところであるが、｢新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の

目安について｣（令和２年５月８日付け事務連絡）において、帰国者・接触者相談センタ

ーに御相談いただく目安を改訂したため、今般、別添１、２の内容を一部改訂してお示し

する。貴職におかれては、本資料を御確認の上、関係各所へ周知を行い、適切に御活用い

ただくようお願いする。 

 

 

 

 

 

                【照会先】 

厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部 

医療体制班（内線：8060） 

TEL 03-3595-3205 

 

都道府県 

保健所設置市 

特別区 



新型コロナウイルス感染の子どもにおける特徴
 子どもにおける新型コロナウイルス感染症に関しては、感染者の

報告が日本国内、国外において大人に比較して少ないため、まだ
分かっていないことが多いです。

 現在分かっている情報では、子どもは感染しても症状が出ない、
あるいは症状が軽いことが多いと報告されています。ただし、
大人と比べると割合は低いですが、重症化することもあります。

子どもの感染予防
 子どもにおいて特別な感染予防はなく、大人と同様に、

手洗い・手指消毒を行ってください。
 ①密閉空間、②密集場所、③密接場面という３つの｢密｣を

避けてください。
 子どもは家庭内で感染していることが多いとの報告があるため、

まずはご家族の感染予防が大事です。家庭内に感染の疑いがある
方がおられる場合は、別室で過ごすなど接触を避けてください。

予防接種について
 予防接種の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止に注意する必要がありますが、ご家族と医療機関等の
協力のもと、可能な限り予定通りに実施できるように、かかりつ
け医療機関と相談してください。

厚生労働省

～子どものいるご家族へ～

新型コロナウイルス対策（COVID-19）
別添１

令和２年５月12日版

乳幼児健診について
 母子保健法で定める１歳６か月児、３歳児健診は、緊急事態宣言

対象地域においては、地域ごとの感染の状況を踏まえ、集団での
実施は延期している場合があります。

 実施しているかの確認も含め、詳細はお住まいの自治体の案内を
ご確認ください。



子どもにおける新型コロナウイルス感染症に関する情報は、関係学会のホーム
ページをご覧ください。
日本小児科学会 新型コロナウイルス感染症に関するQ＆A
http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20200412_korona_Q_A_5_rev.pdf.pdf

※濃厚接触者の定義
・新型コロナウイルス感染症と診断された者（以下患者という）と同居、あるいは長時間の
接触（車内、航空機内等を含む）があった者

・適切な感染防具無しに患者を診察、看護もしくは介護していた者
・患者の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・手で触れることの出来る距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なしで、
患者と15分以上の接触があった者
国立感染症研究所のホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200420.pdf

お子さんに受診を迷う症状がある場合について

 お子さんが濃厚接触者（※）である場合は、保健所の指示に従っ
てください。

 お子さんが以下のいずれかに該当する場合は、帰国者・接触者
相談センターやかかりつけ小児医療機関に御相談ください。

・息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

 なお、水分や食事がとれない、ぐったりしているなどお子さんに
受診に迷う症状があるときは、新型コロナウイルスに感染して
いるか否かに関わらず、他の病気も考えられますので、速やかに
かかりつけ小児医療機関に電話して受診を相談してください。

 また、かかりつけ小児医療機関の医師が診察した結果、必要に
応じて地域の医師会等が運営する新型コロナウイルス感染症検査
センター（地域外来・検査センター）等に紹介した上で新型
コロナウイルス感染症のPCR検査を受けることができます。

なお、このリーフレットは、令和２年５月12日時点の情報や考え方をもとに
作成しています。状況に変化があった場合は、随時お知らせします。

http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20200412_korona_Q_A_5_rev.pdf.pdf
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200420.pdf


子どもに受診を迷う症状があるときの相談・受診の流れ
別添２

濃厚接触者（※１）は
保健所の健康観察対象であり、

保健所の指示に従う

・水分・食事が取れない
・ぐったりしている 等
受診を迷う症状がある

かかりつけ
小児医療機関

相談の目安
・息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状の
いずれかがある場合

・発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

かかりつけ小児医療機関と
帰国者・接触者相談センターの間で

情報共有、必要に応じて紹介
帰国者・接触者
相談センター

地域の医師会等が運営する新型コロナ
ウイルス感染症検査センター
（地域外来・検査センター）

電話して受診を相談

帰国者・接触者
外来

本人の症状を踏まえて
PCR検査が必要な場合

電話して相談

子どもは風邪の症状を認めやすく、また症状を正確に訴えられないこともあることから、相談の目安に関わらず、
小児科医による診察を必要とすることがあります。このため、受診に迷う場合は、かかりつけ小児医療機関に電話で相談してください。

本人の症状を踏まえて
PCR検査が必要な場合

（※１）濃厚接触者の定義：国立感染症研究所のホームページ https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200420.pdf
（※２）関係者間で情報共有できている場合、かかりつけ小児医療機関と帰国者・接触者外来の間で紹介しても可

令和２年５月12日版

※２

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200420.pdf


 

事 務 連 絡 

       令和２年５月８日 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

  特 別 区 

 

   厚生労働省 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

   

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について 

 

新型コロナウイルス感染症の相談・受診については、「新型コロナウイルス

感染症についての相談・受診の目安について」（令和２年２月１７日各都道府

県衛生主管部（局）宛厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）、「新型コロ

ナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」（令和２年３月２２

日各都道府県衛生主管部（局）宛厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策

推進本部）において、お示ししたところです。 

今般、新型コロナウイルス感染症専門家会議の議論を踏まえ、一般の方々

に向けた受診・相談の目安について、別紙の通り改訂致しました。 

これは、どのような方にどのような場合に相談・受診いただくのが適切

か、その目安を示すことで、必要な方が適切なタイミングで医療を受けられ

る体制を確保することを目指したものです。運用につきましては、その方の

状況をふまえ、柔軟に判断を行って頂きますようお願い致します。 

つきましては、内容を御了知の上、関係各所への周知及び住民の方々への

情報発信を行っていただきますようお願いいたします。 

 



新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 
 

１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと 
 

○ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 

○ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 

○ 基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染

症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で御相談ください。 
 

２．帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安 
 

○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。（これ

らに該当しない場合の相談も可能です。） 

  ☆ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかが

ある場合 

☆ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けてい

る方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

 （症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う

場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

○ 相談は、帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることがありま

す。）の他、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあ

るので、ご活用ください。 

（妊婦の方へ） 

  妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接

触者相談センター等に御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

  小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センター

やかかりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください。 

※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検

査については医師が個別に判断します。 

 

３．医療機関にかかるときのお願い 
 

○ 複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の

医療機関を受診することはお控えください。 

○ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット（咳や

くしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、

口や鼻をおさえる）の徹底をお願いします。 
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